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本論文は、鎌倉幕府の人的組織の柱である御家人制の特質を糾明し、それを主たる構成

要素とする鎌倉幕府軍制の構造と展開について考察するものである。 

第 1 部では御家人制の特徴を、その形成過程及び展開過程に即して考察した。第 1 章「武

家政権論と鎌倉幕府」では、高麗武臣政権や平氏政権との比較考察により、土地恩給制と

結びついた緊密な主従組織である御家人制は、鎌倉幕府に固有の存在であったことを明ら

かにした。すなわち、治承・寿永内乱という状況の下で既存の国家権力に対する反乱軍と

して御家人制が登場した点に、その主従組織としての緊密さ＝土地恩給制の端緒が求めら

れるのであるが、さらにそれが主人と従者の間で完結する私的な関係にとどまらなかった

点も重要な特質である。治承・寿永内乱が克服され、反乱軍として出発した鎌倉幕府が朝

廷と一定の関係を取り結んで全国的権力として立ち現われるようになると、内乱を戦い抜

くための「私的」軍事組織であった御家人制は、（独占的な）国家的軍務遂行組織として位

置づけられることによって、内乱後の平時にも維持・存続が図られたのである。そのこと

は、①御家人制によって収取された御家人役には、主人たる鎌倉殿ないし鎌倉幕府に対す

る直接的な奉仕とともに、それらを対象とはしない奉仕が共存すること、②後者の代表が

京都大番役をはじめとする国家的軍務にかかる奉仕であるが、むしろ後者の方が前者より

も優先されていたこと、③前者は役の在地転嫁が禁じられていたにもかかわらず、後者は



それが認められていたこと、などからうかがい知ることができる（③御家人役の在地転嫁

の問題については第三章「御家人役研究の一視角」で詳しく取り上げた）。 

第 2 章「御家人制の周縁」では、御家人制はまた別の意味で鎌倉殿の「私的」な軍事組

織ではありえなかったことを明らかにした。鎌倉時代を通してみると、御家人制にはその

人的範囲について限定的性格が顕著である。その理由としては、13 世紀後半に展開する徳

政（御家人所領取り戻し）政策など政治動向との関連も想定されるが、御家人制そのもの

に（鎌倉殿による恣意的な）拡大ないし開放を許さない性格が内在していたと考えられる。

この点についての考察を深めたのが第 4 章「武家政権と戦争・軍役」である。すなわち、

御家人制とは内乱期における在地の領主間競合・結集状況を前提として構築された組織だ

ったのであり、そうした在地の状況に規定された様態を示す／規定されて機能していたの

である。その一方で鎌倉時代後半以降には悪党に代表される新たな武士団結合が展開した

が、御家人制はすでにそうした動きを捕捉することができず、軍事組織としては硬直化、

桎梏と化していたのである。この点に関連して、当該期の武力のあり方についても考察し、

モンゴル戦争期から南北朝内乱にいたるまで、武家諸権力はどのような形でそれらの武力

を吸収しようとしたかについても考えた。その結果、それが武家・荘園領主・在地の間で

新たな均衡（秩序）を生み出すことになったことを明らかにした。 

第 2 部では、第 1 部の時間軸に即した視角ではとらえきれなかった御家人制の特徴を探

った。 

まず第 1 章「武士にとっての天皇」では、第 1 部でもふれた「御家人制と在地の領主間

競合・結集状況の関係」について、武士という存在に内在する動機から照明を当てること

を試みた。そもそも武士という存在の存立基盤は武芸を伝える「弓馬の家」にあったわけ

であるが、それは天皇との二重の回路によって結びついていた。一つが祖先意識であり、

もう一つが官位の授受とそれにともなう奉仕である。後者の奉仕の代表が京都大番役であ

り、鎌倉幕府はそこに介在していくことによって自らの政治的・社会的プレゼンスを高め

ていったわけであるが、重要なのは、京都大番役という共同勤仕の場を通じて天皇ないし

将軍と武士との回路が形成されていることである。すなわち「主人（天皇もしくは将軍）

―従者（武士）」という縦方向の組織・秩序が形成される契機として、在地の領主間のメン

バーシップの確認という横方向の動きがあったと考えられるのである。武士の天皇観を観

察すると、ともするとこの横方向の動きが縦方向の動きを相対化する可能性があったこと

がうかがわれるのである。このことは当然、将軍（幕府）と御家人との関係にも当てはま

る可能性がある。 

次に第 2 章「鎌倉幕府と東海御家人」では御家人制の地域性の問題を扱った。これまで

も御家人制の地域性はしばしば語られてきたが、それは東国御家人を鑑として、東国御家

人との差異（距離）を論じる傾向があった。その場合、鑑たる東国御家人は均質な存在で

あることが前提とされてきた。しかし一口に東国御家人と言っても、その内部に偏差がは

らまれていたことを伊豆・駿河・遠江の御家人を素材として論じた。こうした偏差が生じ



た理由として「東国」としての成り立ちの違い、伊豆の場合は国御家人が、その挙兵当初

から一貫して源頼朝に従っていたのに対し、駿河・遠江の場合は甲斐源氏による支配を受

けた上であらためて幕府によって「再占領」されるという経過をたどったことが、その後

の幕府内における両地域の国御家人の地位の違いとして結果したと考えられる。駿河・遠

江と同様の性格は同じく「東国」の縁辺部に位置する越後についても見てとることができ

る。 

また、東海地域の御家人・御家人制が固有に担った役割という意味での地域性について

も考察し、それは鎌倉幕府の交通政策を体現するものであったことを明らかにした。すな

わち、これら東海地域の御家人たちは東海道の交通の要衝である宿の管理者（「宿の長者」）

であることを実態としており、それら「宿の長者」を御家人制としてまとめ上げることに

よって、鎌倉幕府は東海道を掌握することができたのであった。その意味で、在地の秩序

を捕捉することによって幕府による支配・政策は実現していたと言えよう。その一方で幕

府の交通政策に組み込まれることによる反作用も当然存在し、それに乗じることによって

勢力を拡大する武士、逆に没落する武士も現われた。幕府による支配・政策は在地の秩序

に影響を与えうるものであったとも言いうるのである。 

第 3 章「御家人役「某跡」賦課方式に関する一考察」は鎌倉時代半ば以降、御家人役徴

収に際して採られた「某跡」賦課方式について、「深堀文書」を素材として考察した。鎌倉

時代半ばは、第 1 部でも明らかにしたように、御家人制変質の画期であり、時を同じくし

て採用された「某跡」賦課方式はこの変質と連動している可能性がある。 

「某跡」賦課方式の手続き的側面については本論に譲るが、「深堀文書」に即してみた場

合、重要なことは、その催促状の宛所（名義上の御家人役負担責任者）は現役の御家人で

はなく、「某跡」の「某」そのものであったことである。本章では「深堀文書」の個別研究

にとどまったため、今後なお幅広い事例の収集・検討が必要であるが、この現象は御家人

制の固定化・形骸化の端緒を示すものではないかと考えられる。 

第 3 部は御家人制を機軸とする鎌倉幕府軍制がその後どのような展開をたどったかを考

察した。 

第 1 章「鎌倉幕府軍制の構造と展開」では、まず御家人領保護令として知られる「天福・

寛元法」（鎌倉幕府追加法 68・210 条）を鎌倉幕府軍制との関わりで理解した。すなわち、

数ある御家人役の中でも京都大番役をはじめとする軍役については 13世紀半ばに在地転嫁

が認められるようになったが、それは御家人・御家人制が独占的に国家的軍務に携わると

いう当時の軍制形態と関わるものであった。その結果、御家人知行の所領は軍役を負担す

る所領として「武家領」「御家人領」と概念化されるようになった。それに対抗する形で「本

所一円地」概念が形成され、「御家人領対本所一円地」という枠組みにもとづいた軍制構造

が出現することになった。さらに、この枠組みは軍制の領域にとどまることなく、荘園制

そのものに影響を与え、それまでの荘園公領制に代わって社会の基本的な枠組みとして機

能するようになると考えられる。 



第 2 章「武家政権と本所一円地」は第 1 章で提示した「武家領対本所一円地」という枠

組みについて、とくに「本所一円地」の側について考察を深めた。モンゴル襲来以後、軍

事力強化という課題に迫られた武家政権は本所一円地にも軍役負担を求めていく。これは、

御家人制では捕捉しきれない、在地に遍在する武力を、本所一円地という形式を通じて吸

収していこうとする試みであるが、実際に荘官・沙汰人層を中心として本所一円地の側に

もそうした試みに応えうる軍事的力量が備わっていた。武家政権の介入・干渉を排除して

きた本所一円地ないし荘園領主にとって、上のような事態は自らの立場の侵害でもあるわ

けだが、その一方で軍役負担に応じていくことはその存立を武家に認めさせる根拠ともな

った。いわば「本所一円地」とは両義的な存在なのであり、以上のような武家政権と本所

一円地との関係は室町時代にも引き継がれ、「武家領対本所一円地体制」という形で荘園制

が再編される端緒になったと考えられる。 

第 3 章「荘園制と武家政権」は第 1 章・第 2 章では主として軍制・武家政権の側から論

じてきた事態を荘園制の側から捉え直そうとしたものである。第 1 章でも扱った「武家領」

の成立は、それに対抗する形で「本所一円地」が登場するなど、モンゴル襲来から南北朝

内乱へと至る折からの戦争状況とも関わって、荘園制再編の牽引車としての役割を果たし

たと考えられる。上の事態を荘園制に即して評価すれば、いわば軍事的契機が起点となっ

て新たな秩序が生み出されていった、と評価することができる。 


